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建設課　📞📞22-3120お問い合わせ先

変わります！「木造住宅の耐震化」 お知らせ

「四万十町住宅耐震化促進事業補助金」の変更点
をお知らせします。

《変更点》
①耐震診断の自己負担が無料に！
　　3,000円 ➡ 無料
※昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅
を所有している方が、手軽に家の耐震性を確認
できるようになりました。

②耐震診断が省略可能に！
※耐震工事を計画している方が、迅速に耐震設計、
耐震工事を行うことができるようになりました。

※詳細については四万十町ホームページをご確認く
ださい。

危機管理課　📞📞２２-３２８０お問い合わせ先

台風などの豪雨時の避難先 お知らせ

台風や線状降水帯などにより、豪雨災害などの危
険性がある場合、町では次の避難所を開設します。事
前に最寄りの避難所を確認のうえ、「いつもと違う」と
感じた場合は、早めに避難するようにお願いします。

　キーワード「垂直避難」
・夜間の激しい降雨など、避難所への移動が困難な
場合は建物の2階以上に避難！
・土砂災害の恐れがある場合は、山側と反対側の部
屋へ移動し、窓ガラスには近づかない！

【豪雨時の避難所一覧】

※避難時はマスクやタオル、スリッパなどを各自、持参してください。

窪川地区

大正地区

十和地区

農村環境改善センター
集落活動センター仁井田のりん家
米奥小学校
東又基幹集落センター
興津小学校
志和コミュニティセンター

大正地域振興局
大正北ノ川多目的集会所
十和地域振興局
十和隣保館

「特別弔慰金」請求手続き開始 お知らせ

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊
い犠牲に、国として改めて弔意を表すため、戦没者の
ご遺族に「特別弔慰金」が支給されます。
戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年４月１日時
点で、公務扶助料や遺族年金を受ける方がいない場
合に、「第12回特別弔慰金」として額面２7万5千円、
５年償還の国庫債券が支給されます。

お問い合わせ先

健康福祉課　　　📞📞22-3115
大正町民生活課　📞📞27-0112
十和町民生活課　📞📞28-5112

●請求期限（四万十町）
～令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎると請求できませんの
　で、ご注意ください。

令和7年4月分からの年金額の引き上げについて

４月分（6月13日支給分）からの年金額が決定しました。令和6年度比で、1.9%の引き上げとなります。

※480か月分の保険料を納めた場合の満額。
　納付済月数によって金額の変更があります。

※別途、子の加算を受けられる場合あり

お知らせ

●老齢基礎年金額（年額）

●障害基礎年金額（年額）
障がいの程度

1級

1,039,625円

1,036,625円

831,700円

829,300円

障がいの程度
2級

昭和31年4月2日
以後生まれの方
昭和31年4月1日
以前生まれの方

昭和31年4月2日以後生まれの方

昭和31年4月1日以前生まれの方

831,700円

829,300円

高知西年金事務所　📞📞088-875-1717
町民課　　　　　　📞📞22-3117
大正町民生活課　　📞📞27-0112
十和町民生活課　　📞📞28-5112

お問い合わせ先

●受給要件
●申請に必要なもの

●申請期限

生計を共にする方全員が令和６年分の所得税が非課税であること。

・更新申請書
・生計状況に関する調査票
・受給者全員の医療保険の資格情報が確認できるもの
※詳細は6月上旬に発送した「通知文書」を参照
６月３０日（月）
※未申請の方や過去に申請が却下された方
も、今回の受給要件を満たせば助成を受け
られます。申請期限までに申請をしてくだ
さい。

ひとり親家庭医療費受給者証の更新

６月は「ひとり親家庭医療費受給者証」の更新申請期間です。
引き続き、助成を受けるためには申請書の提出が必要です。

お知らせ

町民課　　　　　📞📞22-3117
大正町民生活課　📞📞27-0112
十和町民生活課　📞📞28-5112

お問い合わせ先

個人町・県民税の納税通知書を発送します

令和７年度個人町・県民税の「納税通知書」を６月10日（火）に発送します。
納期限までに納付をお願いします。

お知らせ

税務課　📞📞22-3116お問い合わせ先

●納期限 １期　６月30日（月）
２期　９月１日（月）
３期　10月31日（金）
４期　12月25日（木）

人材育成推進センター　☎22-3163

お問い合わせ先

　会議や話し合いの場で、参加者からの発言がなく
困ったことはありませんか？楽しい会話の中からさま
ざまな意見を引き出すスキルを学ぶ「町民ファシリ
テーター養成講座」を全８回の日程で開催します。見
学だけでも構いませんので、皆さまぜひご参加くだ
さい。詳細は町ホームページをご確認ください。

町に楽しい対話の文化を
「ファシリテーター養成講座」参加者募集

募　集

●日　時
●場　所

６月28日（土）9：30～
役場東庁舎１階多目的大ホール

1回目
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